
（
外
航
船
等
に
積
み
込
む
酒
類
等
の
免
税
手
続
）

（
外
航
船
等
に
積
み
込
む
酒
類
等
の
免
税
手
続
）

第
三
十
六
条

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
の
譲

第
三
十
六
条

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
同
項
の
譲

渡
を
行
う
事
業
者
は
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
事
実
を
証
す
る
書
類
（
施
行
令
第
四

渡
を
行
う
事
業
者
は
、
同
項
の
承
認
を
受
け
た
事
実
を
証
す
る
書
類
（
施
行
令
第
四

十
五
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
さ
れ
た
期
間
の
延
長
が
あ
つ
た
場

十
五
条
の
二
第
三
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
さ
れ
た
期
間
の
延
長
が
あ
つ
た
場

合
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
含
む
。
）
を
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

合
は
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
含
む
。
）
を
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

指
定
物
品
を
譲
渡
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
（
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

指
定
物
品
を
譲
渡
し
た
日
の
属
す
る
課
税
期
間
（
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律

第
百
八
号
）
第
十
九
条
に
規
定
す
る
課
税
期
間
を
い
う
。
第
三
十
七
条
の
三
に
お
い

第
百
八
号
）
第
十
九
条
に
規
定
す
る
課
税
期
間
を
い
う
。
第
三
十
七
条
の
三
の
二
に

て
同
じ
。
）
に
係
る
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
第

お
い
て
同
じ
。
）
の
末
日
の
翌
日
か
ら
二
月
（
清
算
中
の
法
人
に
つ
い
て
残
余
財
産

一
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
か
ら
七
年
間
、

が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
一
月
）
を
経
過
し
た
日
か
ら
七
年
間
、
納
税
地
又
は
当
該

納
税
地
又
は
当
該
指
定
物
品
の
譲
渡
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

指
定
物
品
の
譲
渡
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所
在

ず
る
も
の
の
所
在
地
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

地
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

消
費
税
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
経
過
し

た
日
（
消
費
税
法
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
消
費
税
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と

す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
八
十
八
条
の
三
第
一
項
の

３

第
一
項
（
前
項
又
は
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
酒
類
製
造
者
又
は
製
造
た
ば
こ
製
造
者
に
つ
い
て

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
八
十
八
条

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
第
八
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
酒
類
製
造
者
又
は
製
造
た
ば
こ
製

「
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
八
十
八
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
同
項
の
譲
渡

造
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
第
八
十
五
条
第
一

を
行
う
事
業
者
は
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
製
造
者
又
は
製
造
た
ば
こ
製
造
者

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
八
十
八
条
の
三
第
一
項
」
と

は
、
法
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
八
十
八
条
の
三
第
一
項
」
と
、
「
指
定
物

、
「
同
項
の
譲
渡
を
行
う
事
業
者
は
、
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
製
造
者
又
は
製

品
を
譲
渡
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
又
は
製
造
た
ば
こ
を
移
出
し
た
」
と
、
「
納

造
た
ば
こ
製
造
者
は
、
法
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
八
十
八
条
の
三
第
一
項

税
地
又
は
当
該
指
定
物
品
の
譲
渡
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

」
と
、
「
指
定
物
品
を
譲
渡
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
又
は
製
造
た
ば
こ
を
移
出

る
も
の
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
酒
類
若
し
く
は
製
造
た
ば
こ
の
移
出
に
係

し
た
」
と
、
「
納
税
地
又
は
当
該
指
定
物
品
の
譲
渡
に
係
る
事
務
所
、
事
業
所
そ
の

る
製
造
場
又
は
当
該
酒
類
製
造
者
若
し
く
は
製
造
た
ば
こ
製
造
者
の
消
費
税
に
係
る

他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
酒
類
若
し
く
は
製
造
た

納
税
地
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ば
こ
の
移
出
に
係
る
製
造
場
又
は
当
該
酒
類
製
造
者
若
し
く
は
製
造
た
ば
こ
製
造
者

の
消
費
税
に
係
る
納
税
地
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

省

略

４

同

上

（
輸
出
取
引
等
の
証
明
書
類
等
の
保
存
期
間
の
特
例
）

第
三
十
七
条
の
三

法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け

る
消
費
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
三
号
）
の
規
定
の
適
用
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に
つ
い
て
は
、
同
令
第
五
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た

日
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
六
条
の
四
第

一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る

申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
令
第
八
条
第

五
項
及
び
第
九
条
第
七
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税

特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課

税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と
、
同
令
第
十

六
条
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税
特
別
措
置
法

第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課
税
期
間
に
係

る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
、
同
令
第
十
九
条
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（

租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と
、
同
令

第
二
十
六
条
の
七
第
一
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
日
（
租
税

特
別
措
置
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
課

税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
。
第
四
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
と
す
る
。

２

法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
六
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
経
過
し
た
日
」
と
あ
る
の
は
、
「

経
過
し
た
日
（
法
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
課
税
期
間
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
の
翌
日
）
」
と
す
る
。

（
納
税
義
務
の
免
除
の
特
例
の
適
用
を
受
け
な
い
旨
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

（
納
税
義
務
の
免
除
の
特
例
の
適
用
を
受
け
な
い
旨
の
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
三
十
七
条
の
三

省

略

第
三
十
七
条
の
三
の
二

同

上

２

省

略

２

同

上

（
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
等
）

（
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
六

省

略

第
三
十
七
条
の
四
の
六

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

５

消
費
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
三
号
）
第
六
条
の
四
第

５

消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
四
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七

五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営
す
る

よ
う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情

酒
類
製
造
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
及
び
税
関
確
認
情
報
（
同
条
第
三
項
に
規

報
及
び
税
関
確
認
情
報
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
税
関
確
認
情
報
を
い
う
。
）
の

定
す
る
税
関
確
認
情
報
を
い
う
。
）
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
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保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
六
条
の
四
第
五
項
中
「

い
て
、
同
令
第
六
条
の
四
第
五
項
中
「
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税

令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年

特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
十
六
条
の
八
の
二

政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八

第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ

条
第
十
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
租
税

る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規

特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。

定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
法
第
八

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
法
第
八
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
八

条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
三
項
」
と
、
「
次
項
及
び
第

十
七
条
の
六
第
三
項
」
と
、
「
次
項
及
び
第
九
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
」

九
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
令
第
十
八
条
第
十
項

と
、
同
条
第
六
項
中
「
令
第
十
八
条
第
十
項
及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別

及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十

措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第

項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
及
び
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭

十
項
及
び
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第

和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
三
十
七
条
の
四
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用

三
十
七
条
の
四
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」

す
る
前
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、

と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業

「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租

者
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八

税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。

項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
同
法
第

）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
同
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造

二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
当
該
事
業
者
」
と
あ
る
の

じ
。
）
」
と
、
「
当
該
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
酒
類
製
造
者
」
と
、
「
同
条

は
「
当
該
酒
類
製
造
者
」
と
、
「
同
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法

第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
項

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
」

に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
承
認
送
受
信
事
業
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
及
び
保
存
等
）

（
承
認
送
受
信
事
業
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
及
び
保
存
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
七

省

略

第
三
十
七
条
の
四
の
七

同

上

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項
の
規
定
は
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
若
し
く
は
第
二
十

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
送
受
信
事
業
者
が
委
託
を
受
け
て
事
務
を
行
う
酒
類
購

九
条
又
は
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

入
記
録
情
報
の
提
供
等
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
を
い
う

含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認

。
第
三
十
七
条
の
四
の
十
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

送
受
信
事
業
者
が
委
託
を
受
け
て
事
務
を
行
う
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
（
同

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項

項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
を
い
う
。
第
三
十
七
条
の
四
の
十
第

中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十

一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

六
条
の
八
の
三
第
一
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録

場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項
中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一

情
報
」
と
、
「
提
供
等
に
つ
き
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
等
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類

項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
」
と

購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
」
と

、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
「
提
供
等
に
つ

、
「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
を

き
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
等
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
を

経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
」
と
、
「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経

類
製
造
者
を
い
う
。
）
」
と
、
「
譲
渡
し
た
免
税
対
象
物
品
に
係
る
法
第
八
条
第
三

営
す
る
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
租
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項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
す
る
た
め
に
移
出
し
た
免
税
対
象
酒
類
（
同
法
第
八

税
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
）
」
と

十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
対
象
酒
類
を
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
八
十

、
「
譲
渡
し
た
免
税
対
象
物
品
に
係
る
法
第
八
条
第
三
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
販

七
条
の
六
第
三
項
後
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

売
す
る
た
め
に
移
出
し
た
免
税
対
象
酒
類
（
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
免
税
対
象
酒
類
を
い
う
。
）
に
係
る
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
三
項
後
段
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
消
費
税
法

（
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
消
費
税
法

施
行
規
則
の
規
定
の
準
用
）

施
行
規
則
の
規
定
の
準
用
）

第
三
十
七
条
の
四
の
十
二

消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は

第
三
十
七
条
の
四
の
十
二

消
費
税
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は

、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
五
十
九
条
の
二

、
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
消
費
税
法
第
五
十
九
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
令
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項

場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
令
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
又
は
前
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る

第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
又
は
前
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る

の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
」
と
、
「
第
五
条

の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
」
と
、
「
第
五
条

第
五
項
、
第
六
条
の
四
第
六
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
十
六
条
第
五
項
、
第

第
六
項
、
第
六
条
の
四
第
六
項
、
第
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
十
六
条
第
六
項
、
第

十
九
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
六
条
の
七
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
八
第
二

二
十
六
条
の
七
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
の
八
第
二
項
の
規
定
又
は
租
税
特
別

項
の
規
定
又
は
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号

措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
四

）
第
三
十
六
条
の
二
第
四
項
（
外
国
公
館
等
で
あ
る
こ
と
の
証
明
等
）
」
と
あ
る
の

項
（
外
国
公
館
等
で
あ
る
こ
と
の
証
明
等
）
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施

は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
七
条
の
四
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

行
規
則
第
三
十
七
条
の
四
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
の
四
第
六
項
」

る
第
六
条
の
四
第
六
項
」
と
、
「
、
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
第
八
十
七
条
の
六

と
、
「
、
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用

第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

（
免
税
対
象
車
等
の
範
囲
）

（
免
税
対
象
車
等
の
範
囲
）

第
四
十
条
の
二

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物

第
四
十
条
の
二

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
窒
素
酸
化
物

の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値

の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分

の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
窒
素
酸
化
物
の

の
九
を
超
え
な
い
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量

排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
及
び
道
路
運
送
車
両

が
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
及
び
道
路
運
送
車
両
の
保
安

の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項

基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め

を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百

る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
五
百
二
十
八

二
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
平
成

（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
細

十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
細
目
告
示

目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
自

」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
自
動
車
の
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動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え

種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
自

な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
（
平
成
十
二
年
運
輸
省
告

動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
実
施
要
領
（
平
成
十
二
年
運
輸
省
告
示
第
百

示
第
百
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
条
の
四
及
び

三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
条
の
四
及
び
第
四
十

第
四
十
条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た

条
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
と

も
の
と
す
る
。

す
る
。

２

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省

２

同

上

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る
実
施
要
領
（
平
成
十
六
年
国

二

自
動
車
の
燃
費
性
能
の
評
価
及
び
公
表
に
関
す
る
実
施
要
領
（
平
成
十
六
年
国

土
交
通
省
告
示
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
条
の
四
及
び
第
四
十
条
の

土
交
通
省
告
示
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
、
第
四
十
条
の
四
及
び
第
四
十
条
の

五
第
一
項
に
お
い
て
「
燃
費
評
価
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
に
規
定

五
第
一
項
に
お
い
て
「
燃
費
評
価
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
に
規
定

す
る
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

す
る
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

十
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百

十
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百

十
六
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ

九
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
）
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該

の
旨
及
び
第
十
一
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
三
項
に
定
め
る
方
法

率
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第

率
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条
の
四
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
算

四
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
条
の
四
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省

３

同

上

令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
に
規
定
す
る
十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
同
条
第

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
に
規
定
す
る
十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
同
条
第

一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
七

一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
六

十
三
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

十
二
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
分
の
百
五
十
）
を
乗
じ
て
得
た

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
並
び
に
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
に
定
め
る
方
法
に
よ

数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ

り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

の
旨
並
び
に
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ

に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

４

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

ト
ン
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
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掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

５

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五

ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
旧
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の

⑵
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に

掲
げ
る
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
三
条
に
規
定
す
る
十
・
十
五
モ
ー
ド
燃
費
値
が
同
条
第

一
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
三

十
九
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
並
び
に
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
に
定
め
る
方
法
に
よ

り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

４

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

６

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
ホ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
・

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
三
に
規
定
す
る
令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
・

向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第
八
項
及
び
第
四
十
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
燃
費

向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第
十
項
及
び
第
四
十
条
の
四
に
お
い
て
「
令
和
四
年
度
燃
費

基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係

基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
九
十
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

５

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務

７

同

上

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
六
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
九
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
一
項
に
定
め
る
方
法

間
は
、
百
）
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お

に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明

い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
三
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

６

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省

８

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
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令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
六
以
上
で
あ
る

令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
九
（
令
和
七
年
四

自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
一
項
に

月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
百
）
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
三
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

７

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

９

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

ト
ン
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準

ト
ン
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準

達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お

達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お

い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
一
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

８

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五

10

ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令

ト
ン
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令

和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に

和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

９

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五

同

上

11

ト
ン
を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
（
法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ニ
⑴
に
規
定
す
る
平

成
二
十
八
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ

る
要
件
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
に
規
定
す
る
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・

向
上
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
第
四
十
条
の
四
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
七
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自
動
車
の

成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
自
動
車
に
係
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
及
び
第
十
九
項
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
自

と
。

動
車
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
算
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

～

省

略

～

同

上

10

14

12

16

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以

施
行
令
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以

15

17

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
石
油
ガ
ス
自
動
車
に
係
る
排
出
ガ

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
石
油
ガ
ス
自
動
車
に
係
る
排
出
ガ

ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
三
項
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

ス
保
安
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
十
五
項
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

～

省

略

～

同

上

16

19

18

21

（
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
の
範
囲
等
）

（
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
の
範
囲
等
）
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第
四
十
条
の
四

省

略

第
四
十
条
の
四

同

上

２

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降

２

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降

に
適
用
さ
れ
る
ベ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又

に
適
用
さ
れ
る
ベ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又

は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
十
条

の
七
第
二
項
に
お
い
て
「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号

の
七
に
お
い
て
「
細
目
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
の
基
準

の
基
準
と
す
る
。

と
す
る
。

３
～
６

省

略

３
～
６

同

上

７

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

７

同

上

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
五
に
規
定
す
る
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

二

燃
費
評
価
実
施
要
領
第
四
条
の
五
に
規
定
す
る
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
五
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達

レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
が
百
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
九
十
）
以

成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お

上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と

い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

８
・
９

省

略

８
・
９

同

上

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

同

上

10

10

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

11
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

11

12

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下

下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
十
五
）
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係

の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
五
）
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令

同

上

12

13

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自

間
は
、
九
十
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

省

略

同

上

13

14

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

14

15

定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
り
、
か

定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
（
令
和
七
年
四
月
三

つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車

十
日
ま
で
の
間
は
、
九
十
）
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ

の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

省

略

同

上

15

16

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

16

17

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

成
レ
ベ
ル
が
七
十
五
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に

レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い

お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

17

18

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

18

19

を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
燃
費
評

を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
燃
費
評

価
実
施
要
領
第
四
条
の
四
に
規
定
す
る
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ

価
実
施
要
領
第
四
条
の
四
に
規
定
す
る
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ

ベ
ル
（
第
三
十
八
項
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。

ベ
ル
（
第
三
十
四
項
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
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）
が
百
五
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ

）
が
百
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成

の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

レ
ベ
ル
が
百
十
五
）
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に

お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

省

略

同

上

19

20

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

20
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑴

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

21

21

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以
上
七
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

い
る
こ
と
。

と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

22

22

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
百
十
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

23

23

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
（
車
両
総
重
量
が
二

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
（
車
両
総
重
量
が

・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
十
以
上
百
十
五
未
満
）
で
あ
る
こ
と

二
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
以
上
百
五
未
満
）
で
あ
る
こ
と
及

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
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い
る
こ
と
。

る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

24

24

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令

25
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑴

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

26
定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該

自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

27

25

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成

成
レ
ベ
ル
が
七
十
以
上
七
十
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

28

26

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

同

上

29

27

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で
あ
り
、
か
つ

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
百
未
満
（
令
和
七
年
四
月

、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車

三
十
日
ま
で
の
間
は
、
八
十
以
上
九
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
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に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検

査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

30
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

げ
る
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
六
十
五
以
上
七
十
未
満
で
あ
る
こ
と

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

31

28

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
七
十
以
上
七
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と

二

令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

い
る
こ
と
。

と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

32

29

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
（
車
両
総
重
量
が

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
九
十
五
未
満
（
車
両
総
重
量

二
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
百
五
以
上
百
十
未
満
）
で
あ
る
こ
と

が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
九
十
五
以
上
百
未
満
）
で
あ
る
こ

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ

い
る
こ
と
。

て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

33

30

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
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と
。

こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令

同

上

34

31

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で
あ
り
、
か
つ

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
百
未
満
（
令
和
七
年
四
月

、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車

三
十
日
ま
で
の
間
は
、
八
十
以
上
九
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検

査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

35

32

定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で

定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
百
未
満
（
令

あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当

和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
八
十
以
上
九
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の

二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自

と
す
る
。

動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

36
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達

成
レ
ベ
ル
が
六
十
五
以
上
七
十
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

37

33

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四

を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
四

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
九
十
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動

に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
三
項
第
三
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

38

34

を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
七

を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
令
和
七

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に

年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
五
以
上
百
未
満
（
令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

の
間
は
、
平
成
二
十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
十
以
上
百
十
五
未
満
）
で

あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

同

上

39

35

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
五
以
上
九
十
五
未
満
（
令
和
九

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
以
上
九
十
未
満
（
令
和
七
年
四

年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
八
十
以
上
九
十
五
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和

月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
七
十
以
上
八
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度

二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
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自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

40
以
下
の
乗
合
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑵

か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
の
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲

げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、
低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
六
十
五
以
上
七
十
未
満
で
あ
る
こ
と

及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

41

36

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
百
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及
び
当

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
九
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及

該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ

び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

と
。

る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン

37
を
超
え
三
・
五
ト
ン
以
下
の
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
細
目
告
示
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
⑶

の
窒
素
酸
化
物
の
欄
に
掲
げ
る
値
の
四
分
の
三
を
超
え
な
い
自
動
車
で
、
か
つ
、

低
排
出
ガ
ス
車
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

令
和
四
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
九
十
以
上
九
十
五
未
満
で
あ
る
こ
と
及

び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
財
務
省
令

同

上

42

38

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
自
動
車
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
五
以
上
九
十
五
未
満
（
令
和
九

二

令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
以
上
九
十
未
満
（
令
和
七
年
四

年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
八
十
以
上
九
十
五
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和

月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
七
十
以
上
八
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令
和
二
年
度

二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る

燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
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自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
軽
油
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
乗
用
自
動
車
で
財
務
省
令
で

43

39

め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
五
以
上
九
十
五
未
満

定
め
る
も
の
は
、
令
和
十
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
八
十
以
上
九
十
未
満
（

（
令
和
九
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
八
十
以
上
九
十
五
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ

令
和
七
年
四
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
七
十
以
上
八
十
未
満
）
で
あ
り
、
か
つ
、
令

、
令
和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に

和
二
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
以
上
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自
動
車
に
係
る

係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

法
第
九
十
条
の
十
二
第
四
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン

40
を
超
え
る
乗
合
自
動
車
又
は
貨
物
自
動
車
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
二

十
七
年
度
燃
費
基
準
達
成
レ
ベ
ル
が
百
五
以
上
百
十
未
満
で
あ
る
自
動
車
で
当
該
自

動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
そ
の
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す

る
。

省

略

同

上

44

41

（
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
装
備
し
た
乗
合
自
動
車
の
範
囲
等
）

（
側
方
衝
突
警
報
装
置
等
を
装
備
し
た
貨
物
自
動
車
の
範
囲
等
）

第
四
十
条
の
七

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
自
動

第
四
十
条
の
七

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
側
方
衝
突
警
報
装
置
に
係

車
は
、
乗
車
定
員
十
人
以
上
の
自
動
車
（
立
席
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
財
務
省
令
で
定
め

る
も
の
は
、
細
目
告
示
第
六
十
七
条
の
五
及
び
第
百
四
十
五
条
の
五
の
基
準
と
す
る
。

２

省

略

２

同

上

３

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

３

法
第
九
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
同
項
に
規

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
側
方
衝
突

定
す
る
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

警
報
装
置
（
同
項
に
規
定
す
る
側
方
衝
突
警
報
装
置
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

。
）
及
び
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
衝
突
被
害
軽

減
制
動
制
御
装
置
を
い
う
。
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

４

法
第
九
十
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
側
方
衝
突

警
報
装
置
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動
車
と
す
る
。

５

法
第
九
十
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
自
動
車
は
、
乗
車

定
員
十
人
以
上
の
自
動
車
（
立
席
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

６

法
第
九
十
条
の
十
四
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
検
査
自
動
車
は
、

当
該
検
査
自
動
車
に
係
る
自
動
車
検
査
証
に
お
い
て
当
該
検
査
自
動
車
が
衝
突
被
害

軽
減
制
動
制
御
装
置
を
装
備
し
た
車
両
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
自
動

車
と
す
る
。
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